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松井組合員に対する「訓告」処分に関する団体交渉開催の申し入れ

６月２２日、(株)関西新幹線サービックは、新大阪第二事業所へ出向している松井組合

員に対して「訓告」処分を通知した。

組合は、２０１５年７月１０日、訓告処分に関して申し入れを行った。

さらに出向会社より処分が発せられた場合、現在もその処理方法がはっきりしていない。

よって早急に団体交渉を開催することを申し入れる。

記

１．松井組合員への「訓告」処分を撤回すること。

２．出向会社で発生した問題の解決については、会社が責任持って労働組合と協議するこ

と。

以上


